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衆議院本会議可決  

 

 

 1855 年に日魯通好条約が調印され、両国の間に公式な関係が樹立されるとともに、

択捉島とウルップ島の間に両国の国境が平和裡に確定された。同条約の調印から、本年

で 150 周年を迎える。日露両国の先人は、粘り強い交渉を通じて信頼関係を構築し、こ

の日魯通好条約に調印したが、以来 150 年の両国間の歴史を想い、国民とともに深い感

慨を覚える。  

 

 日本とロシアは、両国の利益に合致する戦略的パートナーシップの構築に向けて引き

続き尽力すべきであり、日露関係をその潜在力に見合ったレベルに引き上げることが必

要である。  

 

 しかしながら、戦後 60 年の節目の年に当たる今日なお、北方領土問題が解決せず、

日露両国間に平和条約が締結されていないことは誠に遺憾である。政府は、日露修好 150

周年という歴史的に重要な節目の年を迎えるに当たり、ロシアとの間で幅広い分野での

協力を進めるとともに、全国民の悲願にこたえ、歯舞、色丹及び国後、択捉等の北方領

土の帰属の問題を解決して平和条約を早期に締結するという一貫した方針に基づき、平

和条約交渉を具体的かつ実質的に前進させ、日露関係を大きく発展させるため、最大の

努力を継続するべきである。  

 

 右決議する。 


